
年
金
制
度
の
機
能
強
化
の
た
め
の
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

改
正
の
趣
旨

社
会
経
済
構
造
の
変
化
に
対
応
し
、
年
金
制
度
の
機
能
強
化
を
図
る
た
め
、
短
時
間
労
働
者
に
対
す
る
厚
生
年
金
保
険
の

適
用
拡
大
、
被
用
者
の
老
齢
厚
生
年
金
に
係
る
定
時
改
定
の
導
入
及
び
在
職
中
の
支
給
停
止
制
度
の
見
直
し
、
老
齢
基
礎
年

金
等
の
受
給
を
開
始
す
る
時
期
の
選
択
肢
の
拡
大
、
確
定
拠
出
年
金
の
加
入
可
能
要
件
の
見
直
し
、
政
府
管
掌
年
金
事
業
等

の
運
営
の
改
善
、
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
が
行
う
年
金
担
保
貸
付
事
業
等
の
廃
止
、
障
害
年
金
と
児
童
扶
養
手
当
の

併
給
調
整
の
見
直
し
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

第
二

国
民
年
金
法
の
一
部
改
正

一

国
民
年
金
手
帳
を
廃
止
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
三
条
関
係
）

二

年
金
給
付
の
受
給
権
の
保
護
の
例
外
に
つ
い
て
、
年
金
給
付
を
受
け
る
権
利
を
別
に
法
律
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
担

保
に
供
す
る
場
合
を
削
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
四
条
関
係
）

三

老
齢
基
礎
年
金
の
繰
下
げ
受
給
の
上
限
年
齢
を
七
十
歳
か
ら
七
十
五
歳
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
八
条
関

係
）



四

国
民
年
金
法
第
三
十
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
障
害
基
礎
年
金
の
前
年
の
所
得
に
よ
る
支
給
停
止
を
そ
の
年
の
十
月
か
ら

翌
年
の
九
月
ま
で
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
十
六
条
の
三
第
一
項
及
び
第
三
十
六
条
の
四
第
一
項
関
係
）

五

寡
婦
年
金
を
支
給
し
な
い
こ
と
と
す
る
要
件
を
、
そ
の
夫
が
障
害
基
礎
年
金
の
受
給
権
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
き

又
は
老
齢
基
礎
年
金
の
支
給
を
受
け
て
い
た
と
き
か
ら
、
老
齢
基
礎
年
金
又
は
障
害
基
礎
年
金
の
支
給
を
受
け
た
こ
と
が

あ
る
夫
が
死
亡
し
た
と
き
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
四
十
九
条
第
一
項
関
係
）

六

障
害
者
、
寡
婦
そ
の
他
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
な
い
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る
者
で
あ
っ

て
前
年
の
所
得
が
政
令
で
定
め
る
額
以
下
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
、
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
国
民
年
金
の
保
険
料
を
納
付

す
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
九
十
条
関
係
）

七

こ
の
法
律
の
適
用
を
除
外
す
べ
き
特
別
の
理
由
が
あ
る
者
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
に
つ
い
て
、
国
民
年
金

の
任
意
加
入
被
保
険
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
五
条
関
係
）

八

脱
退
一
時
金
の
額
に
つ
い
て
、
保
険
料
の
額
に
二
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
に
保
険
料
納
付
済
期
間
等
の
月
数
に
応
じ

て
政
令
で
定
め
る
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
九
条
の
三
の
二
関
係
）

九

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。



第
三

厚
生
年
金
保
険
法
の
一
部
改
正

一

厚
生
年
金
保
険
の
適
用
拡
大

１

弁
護
士
、
公
認
会
計
士
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
者
が
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
法
律
又
は
会

計
に
係
る
業
務
を
行
う
事
業
の
事
業
所
又
は
事
務
所
で
あ
っ
て
、
常
時
五
人
以
上
の
従
業
員
を
使
用
す
る
も
の
に
つ
い

て
、
厚
生
年
金
保
険
の
適
用
事
業
所
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
六
条
第
一
項
第
一
号
レ
関
係
）

２

事
業
所
に
使
用
さ
れ
る
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
一
週
間
の
所
定
労
働
時
間
又
は
一
月
間
の
所
定
労
働
日
数
が
同
一
の
事

業
所
に
使
用
さ
れ
る
通
常
の
労
働
者
の
所
定
労
働
時
間
又
は
所
定
労
働
日
数
の
四
分
の
三
未
満
で
あ
る
短
時
間
労
働
者

に
係
る
厚
生
年
金
保
険
の
適
用
除
外
の
要
件
に
つ
い
て
、
当
該
事
業
所
に
継
続
し
て
一
年
以
上
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
見

込
ま
れ
な
い
こ
と
と
す
る
要
件
を
削
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
二
条
第
五
号
ロ
関
係
）

二

二
月
以
内
の
期
間
を
定
め
て
使
用
さ
れ
、
当
該
定
め
た
期
間
を
超
え
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
者
に
つ
い
て

、
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
二
条
第
一
号
ロ
関
係
）

三

年
金
給
付
の
受
給
権
の
保
護
の
例
外
に
つ
い
て
、
第
二
の
二
に
準
じ
た
改
正
を
行
う
こ
と
。
（
第
四
十
一
条
第
一
項
関

係
）



四

受
給
権
者
が
被
保
険
者
で
あ
る
場
合
の
老
齢
厚
生
年
金
の
額
に
つ
い
て
、
毎
年
九
月
一
日
を
基
準
日
と
し
、
基
準
日
の

属
す
る
月
前
の
被
保
険
者
で
あ
っ
た
期
間
を
基
礎
と
し
て
、
基
準
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
か
ら
改
定
す
る
も
の
と
す
る
こ

と
。
（
第
四
十
三
条
関
係
）

五

老
齢
厚
生
年
金
の
繰
下
げ
受
給
の
上
限
年
齢
を
七
十
歳
か
ら
七
十
五
歳
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
四
十
四
条
の

三
関
係
）

六

保
険
給
付
の
返
還
を
受
け
る
権
利
は
、
こ
れ
を
行
使
で
き
る
時
か
ら
五
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
時
効
に
よ
っ
て
消
滅

す
る
も
の
と
し
、
徴
収
金
を
徴
収
し
、
若
し
く
は
そ
の
還
付
を
受
け
る
権
利
又
は
保
険
給
付
の
返
還
を
受
け
る
権
利
の
時

効
に
つ
い
て
は
、
そ
の
援
用
を
要
せ
ず
、
ま
た
、
そ
の
利
益
を
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
九

十
二
条
関
係
）

七

厚
生
労
働
大
臣
は
、
被
保
険
者
の
資
格
、
標
準
報
酬
、
保
険
料
又
は
保
険
給
付
に
関
す
る
決
定
に
関
し
、
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
適
用
事
業
所
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
事
業
所
の
事
業
主
に
対
し
て
、
立
入
検
査
等
を
行
う
こ
と
が
で

き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
百
条
関
係
）

八

実
施
機
関
は
、
厚
生
年
金
保
険
に
関
す
る
事
業
状
況
を
把
握
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め



る
事
項
に
つ
い
て
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
百
条
の
三
関
係
）

九

六
十
五
歳
未
満
の
被
保
険
者
に
支
給
す
る
老
齢
厚
生
年
金
の
支
給
停
止
に
つ
い
て
、
六
十
五
歳
以
上
の
被
保
険
者
に
支

給
す
る
老
齢
厚
生
年
金
の
支
給
停
止
の
仕
組
み
と
同
じ
も
の
と
す
る
こ
と
と
し
、
総
報
酬
月
額
相
当
額
と
老
齢
厚
生
年
金

の
額
と
の
合
計
額
か
ら
平
成
十
六
年
度
に
お
け
る
四
十
八
万
円
を
基
準
と
し
て
名
目
賃
金
変
動
率
に
応
じ
て
自
動
改
定
さ

れ
る
額
を
控
除
し
て
得
た
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
十
一
条
関
係
）

十

脱
退
一
時
金
の
額
に
つ
い
て
、
被
保
険
者
で
あ
っ
た
期
間
の
平
均
標
準
報
酬
額
に
、
保
険
料
率
に
二
分
の
一
を
乗
じ
て

得
た
率
に
被
保
険
者
で
あ
っ
た
期
間
に
応
じ
て
政
令
で
定
め
る
数
を
乗
じ
て
得
た
率
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
も
の
と
す

る
こ
と
。
（
附
則
第
二
十
九
条
第
四
項
関
係
）

十
一

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

第
四

国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
四
号
）
の
一
部
改
正

一

三
十
歳
未
満
の
第
一
号
被
保
険
者
等
で
あ
っ
て
本
人
及
び
配
偶
者
の
所
得
が
一
定
以
下
の
も
の
に
係
る
国
民
年
金
の
保

険
料
の
免
除
の
特
例
を
五
年
間
延
長
し
、
令
和
十
二
年
六
月
ま
で
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
十
九
条
第
二
項

関
係
）



二

国
民
年
金
法
の
適
用
を
除
外
す
べ
き
特
別
の
理
由
が
あ
る
者
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
に
つ
い
て
、
第
二
の

七
に
準
じ
た
改
正
を
行
う
こ
と
。
（
附
則
第
二
十
三
条
関
係
）

三

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

第
五

公
的
年
金
制
度
の
財
政
基
盤
及
び
最
低
保
障
機
能
の
強
化
等
の
た
め
の
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平

成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
二
号
）
の
一
部
改
正

一

短
時
間
労
働
者
を
適
用
対
象
と
す
べ
き
特
定
適
用
事
業
所
の
範
囲
に
つ
い
て
、
事
業
主
が
同
一
で
あ
る
一
又
は
二
以
上

の
適
用
事
業
所
で
あ
っ
て
、
当
該
一
又
は
二
以
上
の
適
用
事
業
所
に
使
用
さ
れ
る
特
定
労
働
者
の
総
数
が
常
時
五
百
人
を

超
え
る
適
用
事
業
所
か
ら
、
令
和
四
年
十
月
一
日
以
降
は
当
該
総
数
が
常
時
百
人
を
超
え
る
適
用
事
業
所
と
す
る
も
の
と

し
、
令
和
六
年
十
月
一
日
以
降
は
当
該
総
数
が
常
時
五
十
人
を
超
え
る
適
用
事
業
所
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則

第
十
七
条
第
十
二
項
及
び
第
四
十
六
条
第
十
二
項
関
係
）

二

経
過
措
置

１

令
和
六
年
度
か
ら
令
和
九
年
度
ま
で
の
間
に
お
け
る
再
評
価
率
の
改
定
等
に
用
い
る
名
目
手
取
り
賃
金
変
動
率
に
つ

い
て
、
特
定
適
用
事
業
所
（
当
該
特
定
適
用
事
業
所
の
事
業
主
の
一
又
は
二
以
上
の
適
用
事
業
所
に
使
用
さ
れ
る
特
定



労
働
者
の
総
数
が
五
百
人
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
使
用
さ
れ
る
特
定
四
分
の
三
未
満
短
時
間
労
働
者
に
相
当

す
る
者
又
は
そ
の
者
以
外
の
者
の
構
成
の
変
動
に
よ
り
補
正
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
十
七
条
の
二
第
二
項

関
係
）

２

令
和
十
年
度
及
び
令
和
十
一
年
度
に
お
け
る
再
評
価
率
の
改
定
等
に
用
い
る
名
目
手
取
り
賃
金
変
動
率
に
つ
い
て
、

特
定
適
用
事
業
所
（
当
該
特
定
適
用
事
業
所
の
事
業
主
の
一
又
は
二
以
上
の
適
用
事
業
所
に
使
用
さ
れ
る
特
定
労
働
者

の
総
数
が
百
人
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
使
用
さ
れ
る
特
定
四
分
の
三
未
満
短
時
間
労
働
者
に
相
当
す
る
者
又

は
そ
の
者
以
外
の
者
の
構
成
の
変
動
に
よ
り
補
正
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
十
七
条
の
二
第
三
項
関
係
）

第
六

政
府
管
掌
年
金
事
業
等
の
運
営
の
改
善
の
た
め
の
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第

六
十
四
号
）
の
一
部
改
正

一

三
十
歳
以
上
五
十
歳
未
満
の
第
一
号
被
保
険
者
等
で
あ
っ
て
本
人
及
び
配
偶
者
の
所
得
が
一
定
以
下
の
も
の
に
係
る
国

民
年
金
の
保
険
料
の
免
除
の
特
例
を
五
年
間
延
長
し
、
令
和
十
二
年
六
月
ま
で
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
十

四
条
第
一
項
関
係
）

二

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。



第
七

特
定
障
害
者
に
対
す
る
特
別
障
害
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

一

特
別
障
害
給
付
金
の
支
給
停
止
に
つ
い
て
、
第
二
の
四
に
準
じ
た
改
正
を
行
う
こ
と
。
（
第
九
条
及
び
第
十
条
第
一
項

関
係
）

二

未
支
払
の
特
別
障
害
給
付
金
に
係
る
規
定
を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
六
条
の
二
関
係
）

三

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

第
八

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

一

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
支
給
に
つ
い
て
、
第
二
の
四
に
準
じ
た
改
正
を
行
う
こ
と
。
（
第
二
条
第
一
項
、
第
十
三

条
、
第
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
十
条
第
一
項
関
係
）

二

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
処
分
に
関
し
、
厚
生
労
働
大
臣
が
資
料
の
提
供
等
を
求
め
る
こ
と
が
で
き

る
者
の
範
囲
を
、
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
支
給
要
件
に
該
当
す
る
者
か
ら
、
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
支
給
を
受

け
て
い
る
者
及
び
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
支
給
要
件
に
該
当
す
る
か
否
か
を
調
査
す
る
必
要
が
あ
る
者
と
し
て
政
令

で
定
め
る
者
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
十
六
条
、
第
三
十
七
条
及
び
第
三
十
九
条
関
係
）

三

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。



第
九

児
童
扶
養
手
当
法
の
一
部
改
正

児
童
扶
養
手
当
の
受
給
資
格
者
が
障
害
基
礎
年
金
等
の
給
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
児
童
扶
養
手
当
を
支
給

し
な
い
も
の
と
す
る
対
象
を
障
害
基
礎
年
金
等
（
子
を
有
す
る
者
に
係
る
加
算
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
額
に
相
当
す
る

額
に
限
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
三
条
の
二
関
係
）

第
十

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
一
部
改
正

一

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
短
期
給
付
に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て
、
常
時
勤
務
に
服
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
国
家
公
務

員
で
政
令
で
定
め
る
者
等
に
適
用
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
条
第
一
項
第
一
号
、
第
七
十
二
条
、
第
百
二
十
五
条

及
び
第
百
二
十
六
条
並
び
に
附
則
第
二
十
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
十
条
の
六
第
一
項
関
係
）

二

標
準
報
酬
の
等
級
及
び
月
額
に
つ
い
て
、
厚
生
年
金
保
険
及
び
健
康
保
険
の
標
準
報
酬
月
額
等
級
に
準
ず
る
も
の
と
す

る
こ
と
。
（
第
四
十
条
関
係
）

三

退
職
年
金
の
支
給
の
繰
下
げ
に
つ
い
て
、
第
三
の
五
に
準
じ
た
改
正
を
行
う
こ
と
。
（
第
八
十
条
関
係
）

四

組
合
の
給
付
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
育
児
休
業
手
当
金
及
び
介
護
休
業
手
当
金
の
支
給
並
び
に
基
礎
年
金
拠
出
金
の
納

付
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
負
担
す
る
も
の
か
ら
、
独
立
行
政
法
人
造
幣
局
、
独
立
行
政
法
人
国
立
印
刷
局
、
独
立
行
政



法
人
国
立
病
院
機
構
又
は
独
立
行
政
法
人
郵
便
貯
金
簡
易
生
命
保
険
管
理
・
郵
便
局
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
支
援
機
構
を
削
る
も

の
と
す
る
こ
と
。
（
第
九
十
九
条
及
び
第
百
二
十
四
条
の
三
並
び
に
附
則
第
二
十
条
の
二
第
四
項
関
係
）

五

組
合
員
の
資
格
を
取
得
し
た
日
の
属
す
る
月
に
そ
の
資
格
を
喪
失
し
、
そ
の
月
に
、
更
に
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者

（
組
合
員
た
る
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
を
除
く
。
）
又
は
国
民
年
金
の
被
保
険
者
（
第
二
号
被
保
険
者
を
除
く
。
）

の
資
格
を
取
得
し
た
と
き
は
、
そ
の
喪
失
し
た
資
格
に
係
る
そ
の
月
の
退
職
等
年
金
分
掛
金
は
徴
収
し
な
い
も
の
と
す
る

こ
と
。
（
第
百
条
第
二
項
関
係
）

六

掛
金
を
徴
収
し
、
若
し
く
は
そ
の
還
付
を
受
け
る
権
利
又
は
退
職
等
年
金
給
付
の
返
還
を
受
け
る
権
利
の
時
効
に
つ
い

て
、
第
三
の
六
に
準
じ
た
改
正
を
行
う
こ
と
。
（
第
百
十
一
条
関
係
）

七

当
分
の
間
、
組
合
員
期
間
が
一
年
以
上
で
あ
る
日
本
国
籍
を
有
し
な
い
者
で
あ
り
、
か
つ
、
退
職
し
て
い
る
者
に
対
し

、
一
時
金
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
十
三
条
の
二
関
係
）

八

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

第
十
一

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
一
部
改
正

一

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
短
期
給
付
に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て
、
第
十
の
一
に
準
じ
た
改
正
を
行
う
こ
と
。
（
第



二
条
第
一
項
第
一
号
、
第
七
十
四
条
及
び
第
百
四
十
一
条
か
ら
第
百
四
十
二
条
ま
で
関
係
）

二

標
準
報
酬
の
等
級
及
び
月
額
に
つ
い
て
、
第
十
の
二
に
準
じ
た
改
正
を
行
う
こ
と
。
（
第
四
十
三
条
関
係
）

三

退
職
年
金
の
支
給
の
繰
下
げ
に
つ
い
て
、
第
三
の
五
に
準
じ
た
改
正
を
行
う
こ
と
。
（
第
九
十
四
条
関
係
）

四

退
職
等
年
金
分
掛
金
の
徴
収
に
つ
い
て
、
第
十
の
五
に
準
じ
た
改
正
を
行
う
こ
と
。
（
第
百
十
四
条
第
二
項
関
係
）

五

掛
金
を
徴
収
し
、
若
し
く
は
そ
の
還
付
を
受
け
る
権
利
又
は
退
職
等
年
金
給
付
の
返
還
を
受
け
る
権
利
の
時
効
に
つ
い

て
、
第
三
の
六
に
準
じ
た
改
正
を
行
う
こ
と
。
（
第
百
四
十
四
条
の
二
十
三
関
係
）

六

第
十
の
七
に
準
じ
た
改
正
を
行
う
こ
と
。
（
附
則
第
十
九
条
の
二
関
係
）

七

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

第
十
二

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
の
一
部
改
正

一

標
準
報
酬
月
額
の
等
級
に
つ
い
て
、
第
十
の
二
に
準
じ
た
改
正
を
行
う
こ
と
。
（
第
二
十
二
条
第
二
項
関
係
）

二

退
職
年
金
の
支
給
の
繰
下
げ
に
つ
い
て
、
第
三
の
五
に
準
じ
た
改
正
を
行
う
こ
と
。
（
第
二
十
五
条
関
係
）

三

第
十
の
七
に
準
じ
た
改
正
を
行
う
こ
と
。
（
第
二
十
五
条
関
係
）

四

徴
収
金
を
徴
収
し
、
若
し
く
は
そ
の
還
付
を
受
け
る
権
利
又
は
退
職
等
年
金
給
付
の
返
還
を
受
け
る
権
利
の
時
効
に
つ



い
て
、
第
三
の
六
に
準
じ
た
改
正
を
行
う
こ
と
。
（
第
二
十
五
条
及
び
第
三
十
四
条
関
係
）

五

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

第
十
三

確
定
給
付
企
業
年
金
法
の
一
部
改
正

一

老
齢
給
付
金
の
支
給
開
始
時
期
に
つ
い
て
、
事
業
主
等
は
六
十
歳
か
ら
七
十
歳
ま
で
の
範
囲
で
規
約
に
定
め
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
十
六
条
第
二
項
第
一
号
関
係
）

二

終
了
制
度
加
入
者
等
（
遺
族
給
付
金
の
受
給
権
を
有
し
て
い
た
者
を
除
く
。
）
が
個
人
型
年
金
加
入
者
の
資
格
を
取
得

し
た
と
き
は
、
当
該
者
の
申
出
に
よ
り
、
当
該
者
に
分
配
す
べ
き
残
余
財
産
を
国
民
年
金
基
金
連
合
会
に
移
換
す
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
八
十
二
条
の
四
関
係
）

三

企
業
年
金
連
合
会
は
、
企
業
型
年
金
加
入
者
で
あ
っ
た
者
の
個
人
別
管
理
資
産
の
移
換
を
受
け
、
老
齢
給
付
金
又
は
遺

族
給
付
金
の
支
給
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
九
十
一
条
の
十
八
第
二
項
第
三
号
及
び
第
九
十
一
条

の
二
十
三
関
係
）

四

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

第
十
四

確
定
拠
出
年
金
法
の
一
部
改
正



一

企
業
型
年
金
の
加
入
要
件
に
つ
い
て
、
六
十
五
歳
未
満
等
の
要
件
を
削
り
、
実
施
事
業
所
に
使
用
さ
れ
る
第
一
号
等
厚

生
年
金
被
保
険
者
（
企
業
型
年
金
規
約
で
一
定
の
資
格
を
定
め
た
場
合
に
お
け
る
当
該
資
格
を
有
し
な
い
者
及
び
企
業
型

年
金
の
老
齢
給
付
金
の
受
給
権
を
有
す
る
者
等
を
除
く
。
）
を
企
業
型
年
金
加
入
者
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二

条
第
六
項
及
び
第
九
条
関
係
）

二

企
業
型
年
金
加
入
者
の
個
人
型
年
金
の
加
入
要
件
に
つ
い
て
、
当
該
企
業
型
年
金
の
規
約
に
企
業
型
年
金
加
入
者
が
個

人
型
年
金
加
入
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
定
め
る
こ
と
と
す
る
要
件
を
削
る
と
と
も
に
、
企
業
型
年
金
加
入
者
は

、
企
業
型
年
金
加
入
者
掛
金
の
拠
出
又
は
個
人
型
年
金
の
加
入
を
選
択
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
条
第
三
項
第

七
号
の
三
及
び
第
六
十
二
条
第
一
項
第
二
号
関
係
）

三

簡
易
企
業
型
年
金
の
実
施
に
つ
い
て
、
実
施
す
る
企
業
型
年
金
の
企
業
型
年
金
加
入
者
の
資
格
を
有
す
る
者
の
数
の
要

件
を
百
人
以
下
か
ら
三
百
人
以
下
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
条
第
五
項
第
二
号
関
係
）

四

企
業
型
年
金
の
規
約
の
変
更
に
つ
い
て
、
変
更
事
項
が
資
産
管
理
機
関
の
名
称
及
び
住
所
等
で
あ
る
場
合
は
、
厚
生
労

働
大
臣
へ
の
届
出
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
六
条
第
一
項
関
係
）

五

企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
等
は
、
企
業
型
年
金
加
入
者
等
に
係
る
掛
金
の
拠
出
の
状
況
等
を
電
子
情
報
処
理
組



織
を
使
用
す
る
方
法
等
に
よ
り
、
当
該
企
業
型
年
金
加
入
者
等
が
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
七
条
第
二
項
関
係
）

六

老
齢
給
付
金
の
受
給
開
始
時
期
の
上
限
年
齢
を
七
十
歳
か
ら
七
十
五
歳
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
十
四
条
関

係
）

七

企
業
型
年
金
加
入
者
で
あ
っ
た
者
（
企
業
型
年
金
に
個
人
別
管
理
資
産
が
あ
る
者
に
限
り
、
企
業
型
年
金
運
用
指
図
者

を
除
く
。
）
は
、
企
業
年
金
連
合
会
の
規
約
に
お
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
個
人
別
管
理
資
産
の
移
換
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
旨
が
定
め
ら
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
者
の
申
出
に
よ
り
、
当
該
個
人
別
管
理
資
産
を
企
業
年
金
連
合
会
に
移
換
す

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
五
十
四
条
の
五
関
係
）

八

中
小
事
業
主
掛
金
を
拠
出
で
き
る
中
小
事
業
主
の
範
囲
に
つ
い
て
、
そ
の
使
用
す
る
第
一
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
の
数

を
百
人
以
下
か
ら
三
百
人
以
下
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
五
十
五
条
第
二
項
第
四
号
の
二
関
係
）

九

個
人
型
年
金
の
加
入
要
件
に
つ
い
て
、
六
十
歳
未
満
の
要
件
を
削
り
、
国
民
年
金
法
の
第
一
号
被
保
険
者
（
保
険
料
免

除
者
を
除
く
。
）
、
第
二
号
被
保
険
者
（
企
業
型
掛
金
拠
出
者
等
を
除
く
。
）
、
第
三
号
被
保
険
者
及
び
任
意
加
入
被
保

険
者
は
、
個
人
型
年
金
加
入
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
六
十
二
条
第
一
項
関
係
）



十

国
民
年
金
基
金
連
合
会
は
、
資
料
提
供
等
業
務
を
企
業
年
金
連
合
会
に
委
託
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
七
十
三

条
関
係
）

十
一

確
定
拠
出
年
金
運
営
管
理
業
の
登
録
事
項
か
ら
役
員
の
住
所
を
削
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
八
十
九
条
第
一
項
第

三
号
関
係
）

十
二

六
十
歳
未
満
で
あ
る
こ
と
、
企
業
型
年
金
加
入
者
で
な
い
こ
と
、
個
人
型
年
金
に
加
入
で
き
な
い
こ
と
等
の
い
ず
れ

に
も
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
、
脱
退
一
時
金
の
支
給
を
請
求
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
三
条
関
係
）

十
三

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

第
十
五

公
的
年
金
制
度
の
健
全
性
及
び
信
頼
性
の
確
保
の
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二

十
五
年
法
律
第
六
十
三
号
）
の
一
部
改
正

一

第
十
四
の
十
に
準
じ
た
改
正
を
行
う
こ
と
。
（
附
則
第
三
十
八
条
第
三
項
及
び
第
四
十
条
第
八
項
関
係
）

二

第
十
三
の
三
に
準
じ
た
改
正
を
行
う
こ
と
。
（
附
則
第
四
十
条
第
二
項
第
六
号
及
び
第
四
十
九
条
の
二
関
係
）

三

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

第
十
六

独
立
行
政
法
人
農
業
者
年
金
基
金
法
の
一
部
改
正



一

農
業
者
年
金
の
被
保
険
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
年
齢
を
六
十
歳
未
満
か
ら
六
十
五
歳
未
満
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と

。
（
第
十
一
条
及
び
第
十
三
条
関
係
）

二

農
業
者
老
齢
年
金
の
受
給
開
始
時
期
の
上
限
年
齢
を
七
十
五
歳
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
条
、
第
二
十
八

条
及
び
第
二
十
八
条
の
二
関
係
）

三

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

第
十
七

労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
の
一
部
改
正

保
険
給
付
の
受
給
権
の
保
護
の
例
外
に
つ
い
て
、
第
二
の
二
に
準
じ
た
改
正
を
行
う
こ
と
。
（
第
十
二
条
の
五
第
二
項
関

係
）

第
十
八

独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
法
の
一
部
改
正

一

独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
が
行
う
厚
生
年
金
保
険
制
度
、
国
民
年
金
制
度
及
び
労
働
者
災
害
補
償
保
険
制
度
に
基

づ
き
支
給
さ
れ
る
年
金
た
る
給
付
の
受
給
権
を
担
保
と
し
た
小
口
の
資
金
の
貸
付
け
を
廃
止
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（

第
十
二
条
関
係
）

二

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。



第
十
九

健
康
保
険
法
の
一
部
改
正

一

健
康
保
険
の
適
用
拡
大
に
つ
い
て
、
第
三
の
一
に
準
じ
た
改
正
を
行
う
こ
と
。
（
第
三
条
関
係
）

二

二
月
以
内
の
期
間
を
定
め
て
使
用
さ
れ
、
当
該
定
め
た
期
間
を
超
え
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
者
に
つ
い
て

、
第
三
の
二
に
準
じ
た
改
正
を
行
う
こ
と
。
（
第
三
条
関
係
）

三

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

第
二
十

施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次

に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
一
条
関
係
）

一

第
三
の
八
、
第
四
の
一
、
第
六
の
一
、
第
七
の
二
、
第
八
の
二
、
第
十
三
の
一
、
第
十
四
の
十
及
び
十
一
、
第
十
五
の

一
並
び
に
第
二
十
一
の
二

公
布
の
日

二

第
三
の
七

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
を
経
過
し
た
日

三

第
十
四
の
三
、
四
及
び
八

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

四

第
九

令
和
三
年
三
月
一
日



五

第
二
の
五
か
ら
八
ま
で
、
第
三
の
十
、
第
四
の
二
及
び
第
十
の
四

令
和
三
年
四
月
一
日

六

第
二
の
四
、
第
七
の
一
及
び
第
八
の
一

令
和
三
年
八
月
一
日

七

第
十
三
の
二
及
び
三
、
第
十
四
の
一
、
七
、
九
の
一
部
及
び
十
二
、
第
十
五
の
二
並
び
に
第
十
六
の
一

令
和
四
年
五

月
一
日

八

第
三
の
一
及
び
二
、
第
五
の
一
部
、
第
十
の
一
及
び
二
、
第
十
一
の
一
及
び
二
、
第
十
二
の
一
、
第
十
四
の
二
、
五
及

び
九
の
一
部
、
第
十
九
の
一
及
び
二
並
び
に
第
二
十
一
の
三

令
和
四
年
十
月
一
日

九

第
五
の
一
部

令
和
六
年
十
月
一
日

第
二
十
一

検
討

一

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
速
や
か
に
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
施
行
の
状
況
等
を
勘
案

し
、
公
的
年
金
制
度
を
長
期
的
に
持
続
可
能
な
制
度
と
す
る
取
組
を
更
に
進
め
、
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
に
対
応
し
た
保

障
機
能
を
一
層
強
化
し
、
並
び
に
世
代
間
及
び
世
代
内
の
公
平
性
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
公
的
年
金
制
度
及
び
こ
れ
に

関
連
す
る
制
度
に
つ
い
て
、
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
の
確
立
を
図
る
た
め
の
改
革
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第

二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
及
び
公
的
年
金
制
度
の
所
得
再
分
配
機
能
の
強
化
そ
の
他
必
要
な
事
項
（
二
の
事
項
を
除
く
。



）
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
二
条
第
一
項

関
係
）

二

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
公
布
の
日
以
後
初
め
て
作
成
さ
れ
る
国
民
年
金
事
業
の
財
政
の
現
況
及
び
見
通
し
、
厚
生
年
金

保
険
事
業
の
財
政
の
現
況
及
び
見
通
し
等
を
踏
ま
え
、
厚
生
年
金
保
険
及
び
健
康
保
険
の
適
用
範
囲
に
つ
い
て
検
討
を
加

え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
二
条
第
二
項
関
係
）

三

政
府
は
、
第
二
十
の
八
の
事
項
の
施
行
後
五
年
を
目
途
と
し
て
、
改
正
後
の
確
定
拠
出
年
金
法
の
施
行
の
状
況
等
を
勘

案
し
、
同
法
の
規
定
に
基
づ
く
規
制
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に

基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
二
条
第
三
項
関
係
）

第
二
十
二

経
過
措
置
等

そ
の
他
所
要
の
経
過
措
置
を
設
け
る
と
と
も
に
、
関
係
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則

第
三
条
か
ら
第
九
十
七
条
ま
で
関
係
）


